
 
第３期新潟市子ども・子育て支援事業計画上の就学前児童 推計人口について 

 

 

 

 

 

 

 （就学前児童数 推計） 

（人） R7（2025）年 R8（2026）年 R9（2027）年 R10（2028）年 R11（2029）年 

総人口 756,673 751,479 742,503 735,729 726,032 

就学前児童（０～５歳） 28,674 27,663 26,666 25,757 25,099 

※住民基本台帳登録人口を基に、コーホート変化率法により推計。 

 （コーホート変化率法：過去の実績人口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する手法） 

 

 

出典：新潟市独自推計 
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・令和７（2025）年以降の本市の総人口は、引き続き減少する見込み 

・総人口のうち、就学前児童数は、毎年約３％ずつ減少する見込み 



第3期新潟市子ども・子育て支援事業計画策定

量の見込み（案）算出の考え方

新潟市事業名

事業概要（取り組み内容）

実施状況

対象年齢

国

新潟市

担当課 幼保運営課

第3期計画（R7～R11）　（案）

教育・保育の量の見込み及び確保の方策

（１）　教育標準時間認定（１号認定：幼稚園・認定こども園）
（２）　保育認定（２号認定：保育所・認定こども園）
（３）　保育認定（３号認定：保育所・認定こども園・地域型保育）

量
の
見
込

（
案

）
の
算
出
の
考
え
方

算
出
方
法

●「基本指針」の参酌標準
１　子ども・子育て支援法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
　満３歳以上の小学校就学前子どもの数から法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもの数を除
いた数を基本として、保護者の利用希望等を勘案して、計画期間内における必要利用定員総数を設定すること。
２　子ども・子育て支援法第19条第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
　認定区分ごとに、現在の保育の利用状況（認可外保育施設の利用及び幼稚園の預かり保育の定期的な利用を含
む。）を基本として、保護者の利用希望等を勘案するとともに、「子育て安心プラン」を踏まえ、計画期間内におけ
る必要利用定員総数を設定すること。
●量の見込み算出の「手引き」
「量の見込み（人）」＝「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向率（割合）」
※「家庭類型別児童数（人）」＝「推計児童数（人）」×「潜在家庭類型（割合）」
【対象年齢】１号：３～５歳
　　　　　　２号：３～５際
　　　　　　３号：０歳、１歳、２歳

＜国の算出方法では実績との乖離があることから、市の算出方法を採用する。＞

●教育（１号認定）：推計児童数 ×（R6.4.1時点の教育施設利用率）
●保育（２・３号認定）：推計児童数 ×（R6.4.1時点の保育施設申込率）
※利用率、申込率は、各区の直近（R6.4.1時点）の値を採用。

単位（指標） 量の見込み／確保の方策：人数

○幼稚園
幼稚園は、学校教育法第22条に規定される目的を実現するための教育を行う学校。
保護者の就労状況などにかかわらず、幼児が就学前に教育を受ける機会を地域に等しく提供する役割を有している。
○保育所
保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設。
保護者が就労していたり、病気の状態にあるなどのために、家庭において十分に保育することができない児童を、保
護者にかわって保育することを目的とし、併せて、児童の健全な発達を図る役割を有している。
○認定こども園
認定こども園は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第１条の目的によ
り、小学校就学前の子どもに教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設。
保護者の就労状況などにかかわらず、保育・教育の継続性を確保できる。
○地域型保育事業
子ども・子育て支援制度において、教育・保育施設に加え、市町村認可事業として児童福祉法に位置付けられる事
業。（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）

０～５歳

現状・課題

（量の現状）
○１～３号認定すべての区分で、利用児童数が減少傾向にある。
（確保の現状）
○１号認定は、現在の提供体制で受け入れ可能となっている。
○２・３号認定は、一部の区・年齢において不足が生じているが、定員を超過して受け入れている施設もあるため、
待機児童は発生していない。
（課題）
○利用児童数減少により定員割れ施設が増加している一方で、定員を超過している施設もあり、定員の適正化が課題
となっている。

R7～R11における取り組み

（取り組み・確保の方策の方向性）
○利用者数に応じ柔軟な定員変更を認めるなど、適切な定員調整を行う。
○市立園配置計画に基づき、施設数・定員数の適正化を図る。
○定員超過施設へ適切な定員設定を促す。

②量の見込み(市案）

③確保の方策

R11

①量の見込み(国）

R6 R7 R8 R9 R10

過不足（③－②）

量の見込み（案）
全市

確保の方策

（第３期計画における確保の方策の考え方）

別 紙
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＜利用者数＞ 教育：推計児童数 ×（2024.4.1利用率） ＜定員数＞

保育：推計児童数 ×（2024.4.1申込率）

※但し、上記計算の結果、定員の不足が生じる場合は、前年度定員数を据え置き

教育 教育 教育 教育 教育 教育

1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2号

3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳 3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳 3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳 3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳 3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳 3～5歳 3～5歳 2歳 1歳 0歳

国
（ニーズ量） 1,677 13,606 4,485 3,945 1,867 1,615 13,110 4,034 3,525 1,864 1,551 12,588 3,747 3,547 1,823 1,466 11,893 3,771 3,469 1,774 1,368 11,344 3,688 3,375 1,751 1,356 11,004 3,587 3,332 1,712

①利用数
(ニーズ量）

3,211 12,330 3,990 3,478 937 3,110 11,947 3,725 3,276 960 2,989 11,472 3,459 3,297 938 2,823 10,840 3,483 3,225 912 2,698 10,392 3,412 3,144 902 2,614 10,064 3,320 3,101 884

②定員 5,186 13,170 4,059 3,574 2,050 4,936 12,769 3,929 3,458 1,973 4,744 12,240 3,770 3,388 1,894 4,480 11,684 3,652 3,325 1,812 4,282 11,299 3,549 3,254 1,752 4,149 10,995 3,454 3,167 1,705

過不足
（②-①） 1,975 840 69 96 1,113 1,826 822 204 182 1,013 1,755 768 311 91 956 1,657 844 169 100 900 1,584 907 137 110 850 1,535 931 134 66 821

①利用数
(ニーズ量）

164 1,118 309 282 85 159 1,083 288 265 87 153 1,040 267 266 85 144 983 269 261 82 138 938 263 253 81 133 909 256 250 79

②定員 215 1,202 369 340 170 208 1,187 363 334 166 200 1,143 350 322 160 189 1,101 337 310 154 181 1,064 326 300 149 175 1,036 317 292 145

過不足
（②-①） 51 84 60 58 85 49 104 75 69 79 47 103 83 56 75 45 118 68 49 72 43 126 63 47 68 42 127 61 42 66

①利用数
(ニーズ量）

562 2,210 738 623 174 544 2,141 688 585 177 523 2,056 639 589 173 494 1,943 643 576 168 471 1,853 628 560 166 457 1,797 611 553 163

②定員 946 2,317 743 633 383 820 2,204 710 605 365 788 2,093 679 601 348 745 1,961 668 593 329 712 1,897 646 573 318 689 1,846 628 558 310

過不足
（②-①） 384 107 5 10 209 276 63 22 20 188 265 37 40 12 175 251 18 25 17 161 241 44 18 13 152 232 49 17 5 147

①利用数
(ニーズ量）

1,279 2,372 848 764 212 1,239 2,298 796 726 217 1,190 2,207 739 731 213 1,124 2,085 744 715 207 1,072 1,988 727 695 204 1,040 1,930 707 687 200

②定員 2,124 2,534 883 807 442 2,057 2,433 848 775 424 1,977 2,342 816 746 409 1,867 2,206 772 736 388 1,785 2,133 747 712 375 1,729 2,076 727 692 365

過不足
（②-①） 845 162 35 43 230 818 135 52 49 207 787 135 77 15 196 743 121 28 21 181 713 145 20 17 171 689 146 20 5 165

①利用数
(ニーズ量）

149 1,324 408 368 93 144 1,284 381 346 96 139 1,232 354 348 93 131 1,164 356 340 91 131 1,164 356 340 91 125 1,112 348 331 90

②定員 183 1,431 399 361 190 177 1,374 383 347 182 170 1,298 362 342 173 161 1,250 362 342 166 154 1,209 362 342 161 149 1,176 352 332 156

過不足
（②-①） 34 107 ▲ 9 ▲ 7 97 33 90 2 1 86 31 66 8 ▲ 6 80 30 86 6 2 75 23 45 6 2 70 24 64 4 1 66

①利用数
(ニーズ量）

216 1,262 405 336 89 209 1,223 378 319 95 201 1,174 351 321 92 190 1,109 354 314 90 181 1,058 346 305 89 176 1,027 336 301 87

②定員 546 1,261 414 348 177 529 1,261 397 334 170 508 1,214 383 322 164 480 1,169 369 322 158 459 1,131 356 311 152 444 1,100 347 303 148

過不足
（②-①） 330 ▲ 1 9 12 88 320 38 19 15 75 307 40 32 1 72 290 60 15 8 68 278 73 10 6 63 268 73 11 2 61

①利用数
(ニーズ量）

41 761 212 190 59 40 737 197 178 59 38 707 183 179 58 36 669 185 176 56 34 639 181 171 56 33 618 176 169 55

②定員 57 869 193 174 154 55 834 193 174 148 53 803 186 174 142 50 774 186 174 137 48 748 186 174 133 46 728 181 169 129

過不足
（②-①） 16 108 ▲ 19 ▲ 16 95 15 97 ▲ 4 ▲ 4 89 15 96 3 ▲ 5 84 14 105 1 ▲ 2 81 14 109 5 3 77 13 110 5 0 74

①利用数
(ニーズ量）

738 2,450 822 711 180 715 2,374 766 668 181 687 2,280 711 672 177 649 2,154 716 657 172 619 2,054 700 639 170 600 1,993 681 631 166

②定員 1,040 2,595 795 695 411 1,016 2,553 781 682 400 977 2,458 752 682 385 923 2,368 724 657 371 882 2,290 701 657 358 854 2,228 682 639 349

過不足
（②-①） 302 145 ▲ 27 ▲ 16 231 301 179 15 14 219 290 178 41 10 208 274 214 8 0 199 263 236 1 18 188 254 235 1 8 183

①利用数
(ニーズ量）

62 833 248 204 45 60 807 231 189 48 58 776 215 191 47 55 733 216 186 46 52 698 211 181 45 50 678 205 179 44

②定員 75 961 263 216 123 73 923 253 207 118 70 888 243 200 114 66 856 234 192 110 63 827 226 186 106 61 805 220 181 103

過不足
（②-①） 13 128 15 12 78 13 116 22 18 70 12 112 28 9 67 11 123 18 6 64 11 129 15 5 61 11 127 15 2 59

+ 新設・閉園（2024.7.1時点で確定）
に伴う加減補正

保育 保育

R11

教育：前年度教育定員数　×　教育児童数の対前年度増減率
保育：前年度保育定員数　×　保育児童数の対前年度増減率

3号 3号 3号

保育

見込み

全
市

北
区

東
区

中
央
区

江
南
区

秋
葉
区

南
区

西
区

西
蒲
区

保育 保育保育

3号 3号 3号

実績 見込み 見込み 見込み 見込み

R9 R10R8R6 R7
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22,515 22,562
22,228

21,874
21,348

20,735

19,908

19,166

18,460
17,850

17,369

23,395

24,301
24,858 25,055

23,993

22,853

22,129

21,291

20,473
19,854

19,320

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

量の見込みと確保の方策（保育）

利用児童数 定員

5,030

4,532
4,236

3,802
3,494

3,211 3,110 2,989 2,823 2,698 2,614

7,353
7,005

6,611
6,310

5,955

5,186
4,936

4,744
4,480

4,282 4,149

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

量の見込みと確保の方策（教育）

利用児童数 定員
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